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(57)【要約】
【課題】車両の運転者が、先方信号機の表示する信号を
直近信号機の表示する信号と誤認したために、直近信号
機が設置された交差点等に直近信号機が表示する信号に
反して車両を進入させてしまうことを防止する。
【解決手段】運転支援装置１は、車両前方の物体を認識
する物体認識部と、車両の速度を検出する車速検出部と
、運転支援部とを備えている。運転支援部は、車両前方
に存在する２つ以上の信号機のうち、車両に最も近い直
近信号機６１が表示する信号が直進不可であり、直近信
号機６１よりも先にある先方信号機６２が表示する信号
が進行許可または方向限定進行許可であることが物体認
識部により認識され、かつ、車速検出部により検出され
た車両の速度が直近信号機６１の表示する信号に従って
車両を停止させるべき位置に車両を安全に停止させるこ
とが可能な速度の上限を超えている場合には、車両の運
転者に対して警報を出力する。
【選択図】図２



(2) JP 2018-92371 A 2018.6.14

10

20

30

40

50

【特許請求の範囲】
【請求項１】
　車両の運転を支援する運転支援装置であって、
　前記車両の前方にある物体を認識する物体認識部と、
　前記車両の速度を検出する車速検出部と、
　前記車両の前方に２つ以上の信号機が存在し、かつ前記２つ以上の信号機のうち前記車
両に最も近い直近信号機が表示する信号が直進不可であり、かつ前記２つ以上の信号機の
うち前記車両から見て前記直近信号機よりも先にある少なくとも１つの先方信号機が表示
する信号が進行許可または方向限定進行許可であることが前記物体認識部により認識され
、かつ、前記車速検出部により検出された前記車両の速度が前記直近信号機の表示する信
号に従って前記車両を停止させるべき位置である要停止位置に前記車両を安全に停止させ
ることが可能な速度の上限を超えている場合には、前記車両の運転者に対して警報を出力
する運転支援部とを備えていることを特徴とする運転支援装置。
【請求項２】
　前記運転支援部は、前記車両の前方に２つ以上の信号機が存在し、かつ前記２つ以上の
信号機のうち前記直近信号機が表示する信号が直進不可であり、かつ前記２つ以上の信号
機のうち少なくとも１つの前記先方信号機が表示する信号が進行許可または方向限定進行
許可であることが前記物体認識部により認識され、かつ、前記要停止位置に停止している
前記車両が前進を開始したことが前記車速検出部により検出された場合には、前記運転者
に対して警報を出力する請求項１に記載の運転支援装置。
【請求項３】
　前記運転支援部は、前記警報の出力に代えまたは加え、前記車両を制動することを特徴
とする請求項１または２に記載の運転支援装置。
【請求項４】
　前記車両が走行する路面の状態を認識する路面状態認識部をさらに備え、
　前記運転支援部は、前記路面状態認識部により認識された前記路面の状態に基づき、前
記要停止位置に前記車両を安全に停止させることが可能な速度の上限を変化させることを
特徴とする請求項１に記載の運転支援装置。
【請求項５】
　前記車両が走行する場所の天気を認識する天気認識部をさらに備え、
　前記運転支援部は、前記天気認識部により認識された前記天気に基づき、前記要停止位
置に前記車両を安全に停止させることが可能な速度の上限を変化させることを特徴とする
請求項１または４に記載の運転支援装置。
【請求項６】
　前記運転者に振動を加える振動発生装置をさらに備え、
　前記運転支援部は、前記警報の出力として、前記振動発生装置により前記運転者に振動
を加えることを特徴とする請求項１、２、４または５に記載の運転支援装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、車両の運転を支援する運転支援装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　下記の特許文献１には、漫然運転を行っている運転者に注意喚起を行い、車両が信号に
反して交差点に進入しないようにする安全運転支援システムが記載されている。具体的に
は、この安全運転支援システムでは、赤信号の交差点の前に車両を停止させるべき場合に
、運転者がその旨を認識してから車両の減速を開始するまでの空走距離と、車両の減速停
止に必要な制動距離とを加算し、交差点位置よりも空走距離と制動距離とを加算した距離
だけ手前の位置を認知限界位置として特定する。そして、車両が認知限界位置に達した時
点で運転者が漫然運転を行っている場合には、音や光による注意喚起を行う。
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【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１６－４５６８１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ところで、直線状に伸び、その伸長方向に２つ以上の交差点または横断歩道等があり、
それら交差点または横断歩道等のそれぞれに信号機が設置された道路は全国至る所にある
。このような道路を車両で走行する場合、道路の伸長方向に並んで設置された２つ以上の
信号機によりそれぞれ表示された信号が、車両の運転者の前方視界に同時に入る。
【０００５】
　この場合において、運転者は、車両に最も近い直近信号機が表示する信号と、車両から
見てこの直近信号機よりも先にある先方信号機が表示する信号との識別を誤ることがあり
得る。例えば、直近信号機が表示する信号が赤色であり、先方信号機が表示する信号が青
色であるときに、運転者が、先方信号機が表示する信号を直近信号機が表示する信号と誤
認し、直近信号機が設置された交差点または横断歩道等に、直近信号機が表示する信号に
反して車両を進入させてしまう可能性がある。
【０００６】
　また、このように運転者の前方視界に２つ以上の信号機が同時に入ることによって信号
の誤認が生じた場合には、上記特許文献１に記載の安全運転支援システムを用いても、直
近信号機が設置された交差点または横断歩道等に、直近信号機が表示する信号に反して車
両を進入させしまうことを防ぐことは困難である。
【０００７】
　すなわち、特許文献１に記載の安全運転支援システムは、車両が限界認知位置に達した
時点で、漫然運転を行っている運転者に対して注意喚起を行う。限界認知位置とは、停止
すべき交差点よりも、空走距離と制動距離とを加算した距離手前の位置である。ここで、
一般に空走距離と制動距離とを加算した距離を停止距離というので、以下、空走距離と制
動距離とを加算した距離を停止距離ということとする。運転者が単に漫然運転を行ってい
るとき、通常、車両はほぼ一定の速度を維持していると考えられる。したがって、そのと
きの車両の速度に基づいて停止距離を算出し、停止すべき交差点よりも当該停止距離手前
の位置を特定し、その位置で注意喚起を行うことにより、車両が交差点に進入することを
防ぐことができるかもしれない。
【０００８】
　しかしながら、運転者の前方視界に２つ以上の信号機が同時に入ることによって信号の
誤認が生じた場合には、次に述べるように、運転者は直近信号機が設置された交差点また
は横断歩道等に接近した位置で車両を加速させるおそれがある。例えば、直近信号機が表
示する信号が赤色であるにもかかわらず、先方信号機が表示する信号が青色であるために
、運転者が、直近信号機が表示する信号が青色であると誤認した場合、運転者は信号が黄
色に切り替わる前に直近信号機が設置された交差点または横断歩道等を通過しようと考え
、当該交差点または横断歩道等に向かって車両を加速させることがあり得る。このような
場合に、加速後の車両の速度に基づいて停止距離を算出し、停止すべき交差点よりも当該
停止距離手前の位置を、注意喚起を行う位置として特定しても、車両はその位置を既に通
過していることがあり得る。この場合には、車両の交差点への進入を防ぐことは困難であ
る。
【０００９】
　本発明は例えば上述したような問題に鑑みなされたものであり、本発明の目的は、車両
の運転者が、先方信号機の表示する信号を直近信号機の表示する信号と誤認したために、
直近信号機が設置された交差点または横断歩道等に直近信号機が表示する信号に反して車
両を進入させてしまうことを防止することができる運転支援装置を提供することにある。
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【課題を解決するための手段】
【００１０】
　上記課題を解決するために、本発明は、車両の運転を支援する運転支援装置であって、
車両の前方にある物体を認識する物体認識部と、車両の速度を検出する車速検出部と、車
両の前方に２つ以上の信号機が存在し、かつ前記２つ以上の信号機のうち車両に最も近い
直近信号機が表示する信号が直進不可であり、かつ前記２つ以上の信号機のうち車両から
見て直近信号機よりも先にある少なくとも１つの先方信号機が表示する信号が進行許可ま
たは方向限定進行許可であることが物体認識部により認識され、かつ、車速検出部により
検出された車両の速度が直近信号機の表示する信号に従って車両を停止させるべき位置で
ある要停止位置に車両を安全に停止させることが可能な速度の上限を超えている場合には
、車両の運転者に対して警報を出力する運転支援部とを備えている。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明によれば、車両の運転者が、先方信号機の表示する信号を直近信号機の表示する
信号と誤認したために、直近信号機が設置された交差点または横断歩道等に直近信号機が
表示する信号に反して車両を進入させてしまうことを防止することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】２つの信号機が設置された道路とそこを走行する車両を示す説明図である。
【図２】図１中の車両の運転者の前方視界に入った２つの信号機を示す説明図である。
【図３】本発明の実施例の運転支援装置の構成を示すブロック図である。
【図４】車両の前方に存在する２つ以上の信号機の撮像画像を示す説明図である。
【図５】車両が走行しているときの本発明の実施例の運転支援装置の処理を示すフローチ
ャートである。
【図６】車両が要停止位置で停止しているときの本発明の実施例の運転支援装置の処理を
示すフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　本発明の実施形態の運転支援装置は、車両の運転を支援する運転支援装置であって、物
体認識部と、車速検出部と、運転支援部とを備えている。
【００１４】
　物体認識部は、車両の前方にある物体を認識する。物体認識部は、車両の前方に２つ以
上の信号機が存在することを認識することができる。また、物体認識部は、車両の前方に
ある２つ以上の信号機のうち、車両に最も近い直近信号機と、車両から見て直近信号機よ
りも先にある先方信号機とを識別することができる。また、物体認識部は各信号機が表示
する信号を識別することができる。
【００１５】
　信号機には、通常の信号機と矢印式信号機がある。通常の信号機が表示する信号には、
進行許可、停止および進行不可等がある。例えば、日本においては、進行許可は青色（緑
色）の灯火の点灯であり、停止は黄色の灯火の点灯であり、進行不可は赤色の灯火の点灯
である。また、矢印式信号機が表示する信号には、直進許可、左折許可、右折許可、停止
、進行不可等がある。例えば、日本においては、直進許可、左折許可および右折許可は、
赤色の灯火の点灯と、許可する進行方向を指し示す青色（緑色）矢印の灯火の点灯との組
み合わせである。物体認識部は、各信号機の灯火の色および形状等を認識することにより
、各信号機が表示する信号を識別することができる。
【００１６】
　車速検出部は車両の速度を検出する。
【００１７】
　運転支援部は、車両の前方に２つ以上の信号機が存在し、かつ２つ以上の信号機のうち
直近信号機が表示する信号が直進不可であり、かつ２つ以上の信号機のうち少なくとも１
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つの先方信号機が表示する信号が進行許可または方向限定進行許可であることが物体認識
部により認識され、かつ、車速検出部により検出された車両の速度が要停止位置に車両を
安全に停止させることが可能な速度の上限を超えている場合には、車両の運転者に対して
警報を出力する。
【００１８】
　「直進不可」は、進行不可、左折許可または右折許可である。また、「方向限定進行許
可」は、直進許可、左折許可または右折許可である。
【００１９】
　また、「要停止位置」とは、直近信号機の表示する信号に従って車両を停止させるべき
位置である。例えば、要停止位置は、直近信号機が設置された交差点または横断歩道等と
車両との間に他の車両がいない場合には、直近信号機が設置された交差点または横断歩道
等における停止線の直前（停止線がない場合には交差点または横断歩道等の直前）である
。また、直近信号機が設置された交差点または横断歩道等における停止線の手前に他の車
両が停止している場合には、要停止位置は、当該他の車両の後方であって当該他の車両か
ら適切な車間距離を置いた位置である。
【００２０】
　また、車両の速度が要停止位置に車両を安全に停止させることが可能な速度を「安全停
止可能速度」というとすると、安全停止可能速度の上限は、要停止位置と車両との間の距
離等に応じて決定する。
【００２１】
　車両の運転者の前方視界に２つ以上の信号機が同時に入っており、これらの信号機のう
ち、直近信号機が表示する信号が直進不可であり、先方信号機が表示する信号が進行許可
または方向限定進行許可であるという状況において、車両の速度が安全停止可能速度の上
限を超えている場合には、運転者は、先行信号機が表示する信号を直近信号機が表示する
信号と誤認している可能性がある。これを放置すれば、直近信号機が設置された交差点ま
たは横断歩道等に、直近信号機が表示する信号に反して車両が進入するおそれがある。本
発明の実施形態の運転支援装置によれば、このような場合に、運転者に対して警報を出力
することができる。これにより、運転者に誤認を自覚させることができ、車両の減速を行
わせることができる。したがって、直近信号機が設置された交差点または横断歩道等に、
直近信号機が表示する信号に反して車両が進入することを防止することができ、車両の予
防安全能力を向上させることができる。
【００２２】
　また、運転者の前方視界に２つ以上の信号機が同時に入ることによって信号の誤認が生
じた場合には、上述したように、運転者は直近信号機が設置された交差点または横断歩道
等に接近した位置で車両を加速させるおそれがある。このような場合でも、本発明の実施
形態の運転支援装置によれば、車両の加速により、車両の速度が安全停止可能速度の上限
を超えたときに、警報を出力して運転者に車両の加速を止めさせることができる。したが
って、直近信号機が設置された交差点または横断歩道等に、直近信号機が表示する信号に
反して車両が進入することを防止することができる。
【実施例】
【００２３】
　図１は２つの信号機６１、６２が設置された道路５１とそこを走行する車両６５等を示
している。図２は図１中の車両６５の運転者の前方視界に入った２つの信号機６１、６２
等を示している。図１において、道路５１は直線状に伸び、道路５１には、道路５１の伸
長方向に沿って例えば２つの交差点５２、５３が設けられている。また、交差点５２には
横断歩道５４が設けられている。さらに、これら交差点５２、５３には信号機６１、６２
がそれぞれ設置されている。車両６５は、道路５１上を、交差点５２、５３から離れた位
置から、交差点５２、５３に向かって走行している。このとき、車両６５の運転者の前方
視界には、図２に示すように、交差点５２、５３にそれぞれ設置された２つの信号機６１
、６２が同時に入っている。図２において、信号機６１は、車両６５に最も近い直近信号
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機であり、信号機６２は、車両６５から見て直近信号機よりも先にある先方信号機である
。
【００２４】
　図３は本発明の実施例の運転支援装置１の構成を示している。本発明の実施例の運転支
援装置１は、車両６５の運転を支援する装置であり、車両６５に設けられている。図３に
示すように、運転支援装置１は、車両６５の前方の物体を検出する装置として、撮像装置
１１、超音波センサ１２、レーザーレーダ１３およびミリ波レーダ１４を備えている。撮
像装置１１は、車両６５の前方を撮像して撮像画像を生成する装置であり、例えばデジタ
ルカメラである。撮像装置１１により生成された撮像画像に基づいて、車両６５の前方に
存在する物体の位置、形状、色等を検出することができる。一方、超音波センサ１２、レ
ーザーレーダ１３およびミリ波レーダ１４は、それぞれ概ね近距離、中距離、遠距離の範
囲内に存在する物体を検出する装置である。超音波センサ１２、レーザーレーダ１３およ
びミリ波レーダ１４によれば、車両６５の前方に存在する物体と車両との間の距離を測定
することができる。
【００２５】
　また、運転支援装置１は、車両６５の走行状態を検出する装置として、車速センサ１５
、加速度センサ１６および角速度センサ１７を備えている。車速センサ１５、加速度セン
サ１６および角速度センサ１７は、車両６５の速度、加速および角速度をそれぞれ検出す
る。
【００２６】
　また、運転支援装置１は、車両６５の位置を検出する装置として、ＧＰＳ（グローバル
・ポジショニング・システム）受信機１８を備えている。車速センサ１５、加速度センサ
１６および角速度センサ１７も車両６５の位置の検出に用いられる。また、運転支援装置
１は外部記憶装置２１を備えており、外部記憶装置２１には地図データが記憶されている
。この地図データは、車両６５の位置の検出や、道路５１、交差点５２、５３、横断歩道
５４、信号機６１、６２の位置の認識等に用いられる。
【００２７】
　また、運転支援装置１は、天気を検出する天気検出部１９を備えている。天気検出部１
９は、例えば雨滴を検出する装置を備えている。
【００２８】
　また、運転支援装置１は、警報を運転者に伝える装置として、バイブレータ２２、スピ
ーカ２３およびディスプレイ２４を備えている。バイブレータ２２は振動を発生させる装
置（振動発生装置）であり、例えば車両６５のハンドル、または運転席等に設けられてい
る。バイブレータ２２は警報を振動として運転者に伝える。一方、スピーカ２３は警報音
を鳴らすことにより警報を運転者に伝える。ディスプレイ２４は警報メッセージを表示す
ることにより、警報を運転者に伝える。なお、警報光により警報を運転者に伝える警報ラ
ンプを備えてもよい。また、運転支援装置１は、車両６５を制動する制動装置２５を備え
ている。制動装置２５は、コントロールユニット２６からの指令に従って車両６５を自動
的に制動する装置である。
【００２９】
　また、運転支援装置１は、コントロールユニット２６を備えている。コントロールユニ
ット２６は、ＣＰＵ（中央演算処理装置）および内部記憶装置を備えている。コントロー
ルユニット２６は、運転支援処理を専用に行うコントロールユニットを車両６５に追加す
ることにより実現してもよいし、車両６５の走行等を制御する既存のエンジンコントロー
ルユニットを利用して実現してもよい。コントロールユニット２６は、例えば内部記憶装
置に記憶されたプログラムを読み取って実行することにより、物体認識部３１、走行状態
認識部３２、距離認識部３３、運転支援部３４、路面状態認識部３５および天気認識部３
６として機能する。
【００３０】
　物体認識部３１は、撮像装置１１により生成された撮像画像、および超音波センサ１２
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、レーザーレーダ１３またはミリ波レーダ１４から出力された検出信号に基づいて、車両
６５の前方に存在する物体を認識する。具体的には、物体認識部３１は、車両６５の前方
の信号機の存否または個数を認識する。また、車両６５の前方に２つ以上の信号機が存在
する場合には、物体認識部３１は直近信号機と先方信号機とを識別する。また、物体認識
部３１は、車両６５の前方に存在する各信号機が表示する信号を認識する。
【００３１】
　図４は、車両６５がいくつかの異なる場所にある道路を走行しているときに撮像装置１
１により撮像された車両６５の前方の撮像画像である。図４中の（１）、（２）および（
３）のそれぞれの撮像画像には２つの信号機６１、６２が含まれている。（１）の撮像画
像において、直近信号機６１は先方信号機６２よりも大きく、直近信号機６１は先方信号
機６２よりも上に位置している。（２）の撮像画像においては、直近信号機６１と先方信
号機６２とが一部互いに重なり合っているが、（１）の撮像画像と同様に、直近信号機６
１の方が先方信号機６２よりも大きく、直近信号機６１の方が先方信号機６２よりも上に
位置している。このように、撮像画像に含まれる直近信号機６１と先方信号機６２とは大
きさや位置が異なる。物体認識部３１は、撮像画像に含まれるそれぞれの信号機６１、６
２の大小および位置関係に基づいて、直近信号機６１と先方信号機６２とを識別すること
ができる。一方、道路の手前側が下り坂であり先側が上り坂である場合には、（３）の撮
像画像のように、直近信号機６１の方が先方信号機６２よりも下に位置することがある。
このような場合にも、物体認識部３１は、道路が坂か否かを撮像画像から認識し、この認
識を加味してそれぞれの信号機の大小および位置関係を認識することで、直近信号機６１
と先方信号機６２とを識別することができる。また、（４）の撮像画像には３つの信号機
が含まれているが、この場合でも、物体認識部３１は、それぞれの信号機の大小および位
置関係を認識することで、それぞれの信号機を識別することができる。なお、各信号機の
位置関係の認識に、地図データに記録された信号機の位置情報を用いてもよい。
【００３２】
　また、図４中の（５）の撮像画像には、通常の信号機である直近信号機６１と矢印式信
号機である先方信号機６２が含まれている。一般に、通常の信号機の信号は、点灯状態（
点灯か、消灯か、点滅か）および色（赤色か、黄色か、青色（緑色）か）が異なる灯火に
より表される。また、矢印式信号機の信号は、点灯状態および形状（灯火が形作る矢印の
方向）が異なる灯火により表される。物体認識部３１は、撮像画像に含まれるそれぞれの
信号機６１、６２の灯火の点灯状態、色および形状に基づいて、それぞれの信号機６１、
６２が表示する信号を識別することができる。
【００３３】
　一方、走行状態認識部３２は、車両６５の走行状態を認識する。具体的には、走行状態
認識部３２は、車速センサ１５から出力される検出信号に基づいて、車両６５の速度、お
よび車両６５が停止しているか否か等を認識する。
【００３４】
　距離認識部３３は、要停止位置と車両６５との間の距離を認識する。要停止位置とは、
直近信号機の表示する信号に従って車両を停止させるべき位置である。例えば、図１に示
す道路５１を走行している車両６５の要停止位置は、直近信号機６１が設置された交差点
５２と車両６５との間に他の車両６６がいない場合には、直近信号機６１が設置された交
差点５２における停止線５５の直前である。また、停止線５５の手前に他の車両６６が停
止している場合には、要停止位置は、他の車両６６の後方であって当該他の車両６６から
適切な車間距離を置いた位置である。要停止位置と車両６５との間の距離を認識するに当
たり、車両６５の位置は、例えば、ＧＰＳ受信機１８により受信された車両６５の位置情
報と、車速センサ、加速度センサ１６および角速度センサ１７からの検出信号に基づいて
算出された車両６５の位置情報と、外部記憶装置２１に記憶された地図データとを用いて
認識することができる。また、停止線５５の位置は、このように認識された車両６５の位
置と、加速度センサ１６または角速度センサ１７からの検出信号に基づいて認識された車
両６５の走行方向と、地図データとを用いて認識することができる。また、停止線５５の
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手前で停止している他の車両６６の位置は、撮像装置１１、レーザーレーダ１３等を用い
て認識することができる。
【００３５】
　路面状態認識部３５は、車両６５が走行する路面の状態を認識する。具体的には、路面
状態認識部３５は、撮像装置１１により生成された撮像画像等に基づいて、道路の路面が
雨に濡れているか否か、または凍結しているか否か等を認識する。
【００３６】
　天気認識部３６は、車両６５が走行する場所の天気を認識する。具体的には、天気認識
部３６は、天気検出部１９から出力された検出信号、および撮像装置１１により生成され
た撮像画像に基づいて、車両６５がいる場所で雨が降っているか否か、または雪が降って
いるか否か等を認識する。
【００３７】
　運転支援部３４は、車両６５の運転者に対して適時に警報を出力することによって運転
者による車両６５の運転を支援する運転支援処理を行う。運転支援処理において、運転支
援部３４は、物体認識部３１により認識された車両６５の前方の信号機の存否および位置
、物体認識部３１により認識された各信号機が表示する信号、走行状態認識部３２により
認識された車両６５の速度（停止しているか否かの認識を含む）、距離認識部３３により
認識された要停止位置と車両６５との間の距離、路面状態認識部３５により認識された路
面状態、および天気認識部３６により認識された天気に基づいて、警報の出力の要否を判
断する。また、運転支援部３４は、警報の出力を要する場合に、バイブレータ２２を振動
させ、スピーカ２３から警報音を鳴らし、またはディスプレイ２４に警報メッセージを表
示する。なお、本実施例の運転支援装置１では、振動の発生、警報音の出力および警報メ
ッセージの表示といった複数の方法で警報を運転者に伝えることができ、これらの方法の
うちどの方法で警報を伝えるかは、例えば運転者が設定することができる。
【００３８】
　図５および図６は運転支援部３４による２通りの運転支援処理を示している。運転支援
部３４は、車速センサ１５から出力された検出信号に基づき車両６５が走行しているか否
かを判断する。そして、運転支援部３４は、車両６５が走行しているときには、図５に示
す運転支援処理を行い、車両６５が停止しているときには、図６に示す運転支援処理を行
う。
【００３９】
　まず、図５に示す、車両６５が走行しているときの運転支援処理について説明する。図
５において、運転支援部３４は、まず、車両６５の前方に２つ以上の信号機が存在するこ
とが物体認識部３１により認識されたか否かを判断する（ステップＳ１）。
【００４０】
　車両６５の前方に２つ以上の信号機が存在することが物体認識部３１により認識された
場合には（ステップＳ１：ＹＥＳ）、次に、運転支援部３４は、直近信号機６１が表示す
る信号が直進不可であり、かつ先方信号機６２が表示する信号が進行許可または方向限定
進行許可であることが物体認識部３１により認識されたか否かを判断する（ステップＳ２
）。
【００４１】
　ここで、「直進不可」は、通常の信号機または矢印式信号機における進行不可を示す信
号（赤色の灯火の点灯）、矢印式信号機における左折許可を示す信号（左方を指し示す青
色（緑色）の灯火の点灯）、または矢印式信号機における右折許可を示す信号（右方を指
し示す青色（緑色）の灯火の点灯）である。また、「進行許可」は、通常の信号機におけ
る進行許可を示す信号（青色（緑色）の灯火の点灯）である。また、「方向限定進行許可
」は、矢印式信号機における直進許可を示す信号（前方を指し示す青色（緑色）の灯火の
点灯）、矢印式信号機における左折許可を示す信号、または矢印式信号機における右折許
可を示す信号である。
【００４２】
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　直近信号機６１が表示する信号が直進不可であり、かつ先方信号機６２が表示する信号
が進行許可または限定進行許可であることが物体認識部３１により認識された場合には（
ステップＳ２：ＹＥＳ）、次に、運転支援部３４は、車両６５の速度が安全停止可能速度
の上限を超えているか否かを判断する（ステップＳ３）。「安全停止可能速度」とは、要
停止位置に車両を安全に停止させることが可能な速度である。本実施例における安全停止
可能速度の上限は、要停止位置と車両との間の距離に、信号誤認による車両の移動距離の
増加分を加算し、これにより得られた距離を車両の停止距離とした場合の当該停止距離に
対応する車両の速度である。なお、安全停止可能速度については後に詳述する。
【００４３】
　具体的には、ステップＳ３において、運転支援部３４は、車速センサ１５から出力され
た検出信号に基づいて車両６５の速度を認識する。また、運転支援部３４は、要停止距離
と車両６５との間の距離を距離認識部３３から取得し、その要停止距離と車両６５との間
の距離に、信号誤認による車両の移動距離の増加分を加算し、これにより得られた距離を
車両６５の停止距離とした場合の当該停止距離に対応する車両６５の速度、すなわち安全
停止可能速度を算出する。
【００４４】
　さらに、運転支援部３４は、路面状態認識部３５により認識された道路の路面の状態、
および天気認識部３６により認識された天気に基づき、安全停止可能速度の上限を変化さ
せる。具体的には降雨や降雪により路面が濡れている場合や、路面が凍結している場合に
は、安全停止可能速度の上限を下げる。
【００４５】
　そして、運転支援部３４は、このようにして算出された安全停止可能速度と、車速セン
サ１５から出力された検出信号に基づいて認識した車両６５の実際の速度とを比較し、車
両６５の実際の速度が安全停止可能速度の上限を超えているか否かを判断する。
【００４６】
　車両６５の速度が安全停止可能速度の上限を超えている場合には（ステップＳ３：ＹＥ
Ｓ）、運転支援部３４は警報を出力する（ステップＳ４）。具体的には、上述したように
、運転支援部３４は、バイブレータ２２を振動させ、スピーカ２３から警報音を鳴らし、
またはディスプレイ２４に警報メッセージを表示する。例えば、運転支援装置１は、車両
の速度が安全停止可能速度以下となるまで、または直近信号機６１が表示する信号が直進
許可または進行許可に切り替わるまで警報の出力を継続する。車両の速度が安全停止可能
速度以下となり、または直近信号機６１が表示する信号が直進許可または進行許可に切り
替わったとき、運転支援処理は終了する。
【００４７】
　一方、車両６５の前方に２つ以上の信号機が存在することが物体認識部３１により認識
されない場合（ステップＳ１：ＮＯ）、直近信号機６１が表示する信号が直進不可であり
、かつ先方信号機６２が表示する信号が進行許可または方向限定進行許可であることが物
体認識部３１により認識されない場合（ステップＳ２：ＮＯ）、または車両６５の速度が
安全停止可能速度の上限を超えていない場合（ステップＳ３：ＮＯ）には、運転支援部３
４は警報を出力せずに運転支援処理を終了する。図５に示す運転支援処理は、車両が走行
している間、繰り返し実行される。
【００４８】
　図５に示す運転支援処理によれば、図２に示すように、道路５１を走行している車両６
５の運転者の前方視界に２つの信号機６１、６２が同時に入ることによって運転者が信号
を誤認している場合でも、警報を出力することによって運転者に誤認を自覚させ、車両６
５を要停止位置に確実に停止させることができる。具体的に説明すると、図１に示すよう
に２つ以上の信号機６１、６２が設置された直線状の道路５１を車両６５が走行している
場合には、図２に示すように、車両６５の運転者の前方視界には、直進不可を示す信号を
表示している直近信号機６１と、進行不可または方向限定進行不可を示す信号を表示して
いる先方信号機６２とが同時に入ることがある。このような状況において車両６５の速度
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が安全停止可能速度を超えている場合には、運転者は、先方信号機６２の表示する信号を
直近信号機６１の表示する信号と誤認し、直近信号機６１が表示している信号が進行許可
または方向限定進行許可であると誤認し、その結果、車両６５を要停止位置に停止させる
必要があるとの認識を欠いている可能性がある。そして、これが放置された場合には、車
両６５は要停止位置を超えて交差点５２または横断歩道５４に進入するおそれがある。図
５に示す運転支援処理によれば、このような状況にある運転者に対し、警報を出力し、信
号の誤認を自覚させ、車両６５の減速操作をさせることができる。これにより、車両６５
を要停止位置またはそれよりも手前の位置に安全に停止させることができ、直近信号機６
１が表示する信号に反して車両６５が交差点５２または横断歩道５４に進入することを防
止することができる。
【００４９】
　ここで、上記安全停止可能速度の上限について説明する。安全停止可能速度の上限は、
単に車両の前方に物体が存在する場合に、当該物体の直前に車両を安全に停止させること
が可能な速度の上限よりも低い値とすることが好ましい。具体的に説明すると、単に車両
の前方に物体が存在する場合に、当該物体の直前に車両を安全に停止させることが可能な
速度の上限は、物体の直前の位置と車両との間の距離を停止距離（空走距離＋制動距離）
とした場合の当該停止距離に対応する速度である。これに対し、上記安全停止可能速度の
上限は、要停止位置と車両との間の距離に、信号誤認による車両の移動距離の増加分を加
算し、これにより得られた距離を停止距離とした場合の当該停止距離に対応する速度とす
ることが好ましい。
【００５０】
　そして、信号誤認による車両の移動距離の増加分は、例えば、信号の誤認により運転者
が車両を加速させることによって生じる制動の遅れを考慮して設定された車両の移動距離
であることが好ましい。信号誤認による車両の移動距離の増加分は、例えば試験等により
予め設定された速度の関数、または信号誤認による車両の移動距離の増加分と複数の速度
範囲との対応関係を示したデータテーブルとして、コントロールユニット２６の内部記憶
装置に記憶しておくことが好ましい。
【００５１】
　信号誤認による車両の移動距離の増加分につき、さらに説明すると、例えば、直近信号
機が表示する信号が直進不可であるにもかかわらず、先方信号機が表示する信号が進行許
可または方向限定進行許可であるために、運転者が、直近信号機が表示する信号が進行許
可または方向限定進行許可であると誤認した場合に、運転者は直近信号機が表示する信号
が停止（黄色の灯火の点灯）に切り替わる前に直近信号機が設置された交差点または横断
歩道等を通過しようと考え、当該交差点または横断歩道等に向かって車両を加速させるこ
とがあり得る。車両が加速した場合には、車両が加速するに連れて車両の停止距離は長く
なっていく。一方、運転支援処理における車両の速度の認識、要停止距離と車両との間の
距離の認識、安全停止可能速度の算出、および警報の出力には僅かながら時間がかかる。
さらに、出力された警報の運転者による認識、および運転者における信号の誤認の自覚に
も時間がかかる。特に、運転者は直近信号機と先方信号機との識別を誤っているものの、
信号（色や形状）の認識自体は誤っていないため、信号の誤認の自覚には時間がかかるこ
とがあり得る。したがって、警報が出力に応じて、運転者が車両を制動する必要のあるこ
とを認識した時点では、要停止位置と車両との実際の距離は、運転支援処理において安全
停止可能距離の算出に用いた要停止位置と車両との間の距離よりも短くなっている。それ
ゆえ、仮に安全停止可能速度の上限を、単に要停止位置と車両との間の距離を停止距離と
したときの当該停止距離に対応する速度とした場合、警報出力のタイミングが遅くなり、
運転者が警報に応じて車両を減速させても、車両が要停止位置を超えて、交差点または横
断歩道等に進入してしまうおそれがある。
【００５２】
　これに対し、本実施例の運転支援装置１では、信号誤認による車両の移動距離の増加分
を示す速度の関数またはデータテーブルがコントロールユニット２６の内部記憶装置に予
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め記憶されている。この速度の関数またはデータテーブルは、運転支援処理における車両
の速度の認識、要停止距離と車両との間の距離の認識、安全停止可能速度の算出、および
警報の出力にかかる時間、並びに、出力された警報の運転者による認識にかかる時間、お
よび運転者における信号の誤認の自覚にかかる時間等を試験等により測定し、これらの合
計時間に車両が加速しながら移動した場合の車両の移動距離を、例えば車両の加速開始時
の所定の複数の速度範囲ごとに算出することにより作成されたものである。そして、運転
支援処理の実行時には、要停止位置と車両との間の距離に、信号誤認による車両の移動距
離の増加分を加算し、これにより得られた距離を停止距離とした場合の当該停止距離に対
応する速度を安全停止可能速度の上限とする。このような方法で安全停止可能速度の上限
を算出することにより、警報出力のタイミングを早くすることができ、運転者が警報に応
じて車両を減速させたときに、車両６５を要停止位置またはその手前に停止させることが
でき、車両６５が交差点５２または横断歩道５４に進入することを防止することができる
。
【００５３】
　次に、図６に示す、車両６５が停止しているときの運転支援処理について説明する。図
６において、運転支援部３４は、まず、車両６５の前方に２つ以上の信号機が存在するこ
とが物体認識部３１により認識されたか否かを判断する（ステップＳ１１）。
【００５４】
　車両６５の前方に２つ以上の信号機が存在することが物体認識部３１により認識された
場合には（ステップＳ１１：ＹＥＳ）、次に、運転支援部３４は、直近信号機６１が表示
する信号が直進不可であり、かつ先方信号機６２が表示する信号が進行許可または方向限
定進行許可であることが物体認識部３１により認識されたか否かを判断する（ステップＳ
１２）。
【００５５】
　直近信号機６１が表示する信号が直進不可であり、かつ先方信号機６２が表示する信号
が進行許可または限定進行許可であることが物体認識部３１により認識された場合には（
ステップＳ１２：ＹＥＳ）、次に、運転支援部３４は、車両６５が要停止位置から前進を
開始したか否かを判断する（ステップＳ１３）。具体的には、運転支援部３４は、ＧＰＳ
受信機１８により受信された車両６５の位置情報等により、車両６５が要停止位置に位置
することを認識する。また、運転支援部３４は、車速センサ１５から出力された検出信号
に基づいて、車両６５が前進を開始したことを認識する。
【００５６】
　車両６５が要停止位置から前進を開始した場合には（ステップＳ１３：ＹＥＳ）、運転
支援部３４は警報を出力する（ステップＳ１４）。例えば、運転支援装置１は、前進を開
始した車両６５が停止するまで、または直近信号機６１が表示する信号が直進許可または
進行許可に切り替わるまで警報の出力を継続する。車両が停止し、または直近信号機６１
が表示する信号が直進許可または進行許可に切り替わったとき、運転支援処理は終了する
。
【００５７】
　一方、車両６５の前方に２つ以上の信号機が存在することが物体認識部３１により認識
されない場合（ステップＳ１１：ＮＯ）、直近信号機６１が表示する信号が直進不可であ
り、かつ先方信号機６２が表示する信号が進行許可または方向限定進行許可であることが
物体認識部３１により認識されない場合（ステップＳ１２：ＮＯ）、または車両６５が要
停止位置から前進を開始していない場合（ステップＳ１３：ＮＯ）には、運転支援部３４
は警報を出力せずに運転支援処理を終了する。図６に示す運転支援処理は、車両がエンジ
ンのかかった状態で停止している間、繰り返し実行される。
【００５８】
　図６に示す運転支援処理によれば、要停止位置に停止している車両６５の運転者の前方
視界に直近信号機６１と先方信号機６２とが同時に入ることによって運転者が信号を誤認
している場合には、警報を出力することにより、運転者に誤認を自覚させ、車両６５が要
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停止位置から前進して交差点５２または横断歩道５４に進入することを防ぐことができる
。具体的に説明すると、要停止位置に車両が停止しているとき、車両６５の運転者の前方
視界には、直進不可を示す信号を表示している直近信号機６１と、進行不可または方向限
定進行不可を示す信号を表示している先方信号機６２とが同時に入ることがある。このよ
うな状況において車両６５が前進を開始した場合には、運転者は、先方信号機６２の表示
する信号を直近信号機６１の表示する信号と誤認し、直近信号機６１が表示している信号
が進行許可または方向限定進行許可であると誤認し、その結果、車両６５を要停止位置に
停止させておく必要があるとの認識を欠いている可能性がある。そして、これが放置され
た場合には、車両６５は交差点５２または横断歩道５４に進入するおそれがある。図６に
示す運転支援処理によれば、このような状況にある運転者に対し、警報を出力し、信号の
誤認を自覚させ、車両６５を前進させた直後に車両６５を停止させることができる。これ
により、直近信号機が表示する信号に反して車両６５が交差点５２または横断歩道５４に
進入することを防止することができる。
【００５９】
　以上説明した通り、本実施例の運転支援装置１によれば、車両６５の運転者が、先方信
号機６２の表示する信号を直近信号機６１の表示する信号と誤認したために、直近信号機
６１が設置された交差点５２または横断歩道５４に直近信号機６１が表示する信号に反し
て車両６５を進入させてしまうことを防止することができる。
【００６０】
　また、本実施例の運転支援装置１によれば、路面状態認識部３４により認識された路面
の状態に基づき、安全停止可能速度の上限を変化させる。これにより、例えば路面が雨に
濡れ、または凍結している場合のように、車両６５の制動距離が伸びると考えられるとき
には、安全停止可能速度の上限を下げることができる。したがって、上述した信号の誤認
により車両６５の走行を継続している運転者に対し、晴天時や曇天時よりも早いタイミン
グで警報を出力することができる。よって、路面が雨に濡れ、または凍結している場合で
も、直近信号機が表示する信号に反して車両が交差点または横断歩道等に進入することを
防止することができる。
【００６１】
　また、本実施例の運転支援装置１によれば、天気認識部３５により認識された天気に基
づき、安全停止可能速度の上限を変化させる。これにより、例えば雨や雪が降っているた
めに車両の制動距離が伸びると考えられるときには、安全停止可能速度の上限を下げるこ
とができる。したがって、上述した信号の誤認により車両６５の走行を継続している運転
者に対し、雨も雪も降っていないときよりも早いタイミングで警報を出力することができ
る。よって、雨や雪が降っているときでも、直近信号機が表示する信号に反して車両が交
差点または横断歩道等に進入することを防止することができる。
【００６２】
　また、本実施例の運転支援装置１によれば、バイブレータ２２を振動させることにより
、警報を運転者に伝える構成を有している。これにより、例えば、運転者において、車両
６５の運転のためにディスプレイ２４を見ることが困難であり、または周囲の騒音により
スピーカ２３からの警報音を聞くことが困難である場合でも、警報を運転者へ確実に伝え
ることができる。この構成は、運転支援装置１を適用する車両が、密閉された車室を有し
ていない鞍乗型車両や、オープンカーのような屋根のない四輪車等である場合に優れた効
果を発揮し得る。
【００６３】
　なお、上述した実施例では、車両６５の走行中、運転者が、先方信号機６２の表示する
信号を直近信号機６１の表示する信号と誤認したために、車両６５が要停止位置に接近し
たにも拘わらず車両６５を減速させない場合に、運転者に対して警報を出力する構成とし
た。しかしながら、警報の出力に代え、または警報の出力に加え、コントロールユニット
２６により制動装置２５（図３参照）を制御し、車両６５を自動的に制動する構成として
もよい。これにより、車両６５の減速を確実に行うことができるので、直近信号機が表示
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する信号に反して車両６５が交差点または横断歩道等へ進入することを確実に防止するこ
とができる。ただし、車両６５が自動二輪車である場合には、運転者の予測に反する車両
６５の自動制動によって車両６５の走行が不安定になるおそれがある。したがって、車両
６５が自動二輪車である場合において自動制動を行う構成を採用する際には、自動制動時
の車両６５の走行の安定性を十分に考慮する必要がある。
【００６４】
　また、上述した実施例では、車両６５の前方に存在する２つ以上の信号機のうち、直近
信号機６１が表示する信号が直進不可であることを警報出力の１つの条件とした。この条
件における「直進不可」に停止（黄色の灯火の点灯）を含めてもよい。また、上述した実
施例では、車両６５の前方に存在する２つ以上の信号機のうち、先方信号機６２が表示す
る信号が進行許可または方向限定進行許可であることを警報出力の１つの条件とした。こ
の条件を、先方信号機６２が表示する信号が進行許可、方向限定進行許可または停止であ
ることとしてもよい。
【００６５】
　また、上述した実施例では、安全停止可能速度の上限を、要停止位置と車両との間の距
離に、信号誤認による車両の移動距離の増加分を加算し、これにより得られた距離を停止
距離とした場合の当該停止距離に対応する速度とした。しかし、本発明はこれに限らない
。例えば、安全停止可能速度の上限を、単に車両の前方に物体が存在する場合に、当該物
体の直前に車両を安全に停止させることが可能な速度の上限よりも、所定の一定割合低い
値としてもよい。
【００６６】
　また、上述した実施例において、警報を音声またはメッセージとして出力する場合には
、先方信号機６２が表示する信号を直近信号機６１が表示する信号と誤認している可能性
がある旨を運転者に具体的に告げる構成としもよい。例えば、「先の信号を手前の信号と
見間違えていませんか？」といった音声やメッセージを出力するようにしてもよい。
【００６７】
　また、本発明は、自動二輪車、自動三輪車等の鞍乗型車両、および自動四輪車等、種々
の車両に適用することができる。
【００６８】
　また、本発明は、請求の範囲および明細書全体から読み取ることのできる発明の要旨ま
たは思想に反しない範囲で適宜変更可能であり、そのような変更を伴う運転支援装置もま
た本発明の技術思想に含まれる。
【符号の説明】
【００６９】
　１　運転支援装置
　１１　撮像装置
　１２　超音波センサ
　１３　レーザーレーダ
　１４　ミリ波レーダ
　１５　車速センサ
　１６　加速度センサ
　１７　角速度センサ
　１９　天気検出部
　２２　バイブレータ（振動発生装置）
　２５　制動装置
　２６　コントロールユニット
　３１　物体認識部
　３２　走行状態認識部
　３３　距離認識部
　３４　運転支援部
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　３５　路面状態認識部
　３６　天気認識部
　６１　直近信号機
　６２　先方信号機
　６５　車両

【図１】 【図２】

【図３】
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